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2はじめに

◼ 第55回本小委員会（2025年4月15日）では、応札不足対策の一つとして、「市場外調整力の控除」に関して、
検討を行った。

◼ その際に、2024年度以降の実需給データを用いて自然体余力を評価したところ、9エリア全てで一定の自然体余力
が存在していることが確認できたため、これらをGC時点で市場外調整力として、蓋然性高く存在し控除できるか検討
すべく、自然体余力の要因調査ならびに控除可否の分析を行った。（前回は、まずもって先行実施した中部エリアの
結果をお示ししたところ）

◼ 今回は中部エリア以外の8エリアの要因分析を行い、その結果をもとに控除の具体的な考え方や適用開始時期に
ついて整理したため、ご議論いただきたい。



3(参考) 需給調整市場における検討課題について

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）参考資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html
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6検討状況の振り返り（１／３）

◼ 需給調整市場の全商品が2024年4月に取引開始して以来、調達未達が継続しており、その対策として募集量
見直しに関する各取組を実施しており、一部応札不足解消に寄与している。

◼ その中で、案A-b（市場外調整力の控除）として、容量市場における市場外供給力を参考に、市場外調整力の
控除の検討として、第49回本小委員会（2024年7月30日）にて考え方の整理を行った。

◼ その際に市場外調整力の候補となり得る調整力設備量の調査をしたところ、エリアごとに大きな差がある （大宗の
エリアでは該当電源がゼロあるいは微少）結果であり、引き続き検討することとしていた。

出所）第50回需給調整市場検討小委員会（2024年9月10日）資料5
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_50_haifu.html

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_50_haifu.html
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html


7（参考） 市場外調整力の控除の考え方

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html


8検討状況の振り返り（２／３）

◼ 第55回本小委員会では、需給調整市場全面運開後の2024年度の取引実績が蓄積されてきたため、実需給
データをもとに、市場外調整力としての自然体余力の実態調査を行った。

◼ 調査では、現在調達未達となっている一次～三次①相当の調整機能を持つと想定される 「余力活用契約を締結
している火力電源」を対象として、【発電上限 ー 発電計画 ー ΔkW約定量】をもとに自然体余力量を試算した。

◼ その結果、9エリア全てで一定の自然体余力が存在していることが確認できた。

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html


9検討状況の振り返り（３／３）

◼ 控除対象となる自然体余力は、実需給断面で調整力として活用可能である必要があるため、「調整力としての機能
があり」かつ「GC時点で蓋然性高く存在する」ことが重要となる。

◼ この点、自然体余力が控除可能であるかを判断するため、調整力提供者（発電事業者） の協力のもと、自然体
余力の要因について実態調査することとした。

◼ 第55回本小委員会では、先行調査を行った中部エリアの結果、自然体余力の主な要因は「契約要因」および
「要件起因の入札制約」である旨をお示しし、「契約要因」を控除対象とすることが適切と整理を行った。

◼ 引き続き、他エリアの自然体余力の要因調査を実施し、その結果をもとに市場外調整力の控除の具体的な方法に
ついて検討を進めることとした。

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html


10控除対象となる自然体余力の考え方

◼ 控除の具体的な検討を進めるにあたり、改めて、市場外調整力の控除に関する考え方を整理する。

◼ まず、調整力の確保は「多様な電源等の公平性」、「調達コストの透明性・適切性」、「調整力の効率的な確保」の
観点を踏まえ、需給調整市場から市場調達することが重要となる。

◼ その上で、市場は未達となっているが、最終的に（GC時点で）自然体余力が残存する場合、調整力提供者目線
では収益機会を逃しており、一般送配電事業者目線では市場が競争環境となっていないことで応札されている全て
の札が約定するため過大なコストに繋がるといったことになり、双方にとって不合理な状況となることから、本来的には
これらの解消に繋がる取組みとすることが合理的といえる。

◼ 上記を踏まえると、市場外調整力の控除の考え方としては、何らかの要因で市場応札できず余力となる調整力で
あり、応札できない要因への抜本対策実施までの期間に限定して控除することが適切であると考えられる。

◼ また、控除量の観点としては、過少に控除した場合と過剰に控除した場合では、双方で不合理が発生する。

◼ まず、控除量が過少であった場合、現在の取引状況（調達未達）が継続して、競争が働かない（高コスト）状態
が継続してしまうと考えられる。

◼ 一方、控除量が過剰であった場合、需給調整市場に応札したものの控除によって不落となった電源が解列してしまう
ことで、【ΔkW約定量＋自然体余力＜調整力必要量】となる可能性があり、その場合、一般送配電事業者による
余力活用（余力活用電源の追加起動等）により調整力を確保することとなるため、追加起動に係る費用がかかり、
逆にコスト増となる可能性もある（次頁参照）。

◼ これらを踏まえると、控除量は、ある程度蓋然性高く存在する自然体余力の量とすることが適切であると考えられる。



11

自然体余力

◼ 控除量が過剰であった場合、需給調整市場に応札したものの控除によって不落となった電源が解列してしまうことで、
一般送配電事業者による追加起動に係る費用がかかり、逆にコスト増となる可能性もある。

【控除後（過剰な控除量の場合）】【現行（控除前）】

kWh
kWh

kWh

8 9 10

出力

限界費用
（円/kWh）

100（定格）

80

12

kWh:260、ΔkW必要量60
→ΔkW募集量60 (控除なし)

電源 調達量 調達コスト

8円電源 ー ー

9円電源 20 53.2円（2×20+0.66×20）

10円電源 10
10（自然体余力）

16.6円（1×10+0.66×10）
ー

12円電源 20+α
（追加起動余力）

184円（100+4.2×20）

合計 60 253.8円

kWh
kWh kWh

8 9 10

出力

100（定格）

12

ΔkW

電源 調達量 調達コスト

8円電源 ー ー

9円電源 20 53.2円（2×20+0.66×20）

10円電源 20 33.2円（1×20+0.66×20）

12円電源 20 133.2円
（1×20+100+0.66×20）

合計 60 219.6円

追加
起動

追加起動
余力

スポット市場価格は11円/kWh想定、起動費は100円と仮定、追加起動に伴う持替費用は4.2円/kWh（=12×1.1-10×0.9）

限界費用
（円/kWh）

kWh
20

※ 各ユニットとも、要件上
20までΔkW供出可能

（参考） 過剰な控除によりコスト増となる場合

ΔkW

ΔkW

ΔkW
40

kWh:260、ΔkW必要量60
→ΔkW募集量30（控除量30）

ΔkW

60

起動供出

80

20

40

60

要件上、ΔkW
供出不可領域

調整力不足により
余力の追加起動

追加起動に伴う
持ち下げ

※ 各ユニットとも、要件上
20までΔkW供出可能

控除により12円電源が
並列（約定）しない



12（参考） 一般送配電事業者による余力の追加起動について

出所）第48回需給調整市場検討小委員会（2024年6月26日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_48_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_48_haifu.html
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14自然体余力の要因調査について（１／２）

◼ 第55回本小委員会では、控除対象となる自然体余力（市場外調整力）について、 「調整力としての機能が
あり」かつ「GC時点で蓋然性高く存在する」ことが重要と整理を行った。

◼ 控除対象となるかどうかを判断するには、自然体余力の発生要因等の実態を把握する必要があるため、先行調査
済みの中部エリア以外の調整力提供者（発電事業者）に対して、以下項目についてアンケート調査を実施※した。

➢ 市場応札できず、GC時点で自然体余力として残存する要因は具体的にどのようなものがあるか

➢ 2024年度以前と2025年度以降を比較すると、自然体余力が変化する予定はあるか

➢ 自然体余力には需給調整市場の商品要件を満足する調整機能が備わっているか

➢ 自然体余力量（実績）を要因ごとに定量評価（算出）する方法はあるか

募集量から
控除するために
定量評価が必要

自
然
体
余
力

商品
要件
満足

GC時点で
蓋然性高く

存在
控除対象

要因A

要因B

要因C 商品要件×

実績 将来（見込み）

【自然体余力の要因調査イメージ】

※ 対象リソースは自然体余力の定量評価と平仄をとり、「余力活用契約を締結している火力電源」とした。



15自然体余力の要因調査について（２／２）

◼ アンケート調査の結果にもとづき、全9エリアの自然体余力の発生要因をまとめると下表の通りであった。

◼ 調整機能を持つ自然体余力の発生要因としては、 9エリアのうち8エリアは「市場売れ残り分」であり、一部エリアでは
「契約要因」との回答だった。

◼ また、調整機能を持たない自然体余力の発生要因としては、「燃料制約」「要件起因の入札制約」であった。

調整
機能

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

有

市場売れ残り分
（需給変動リスク含む）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

契約要因 〇 〇 〇

無

燃料制約 〇

要件起因の
入札制約

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【自然体余力の発生要因まとめ】



16（参考） 北海道エリアの要因調査結果

◼ 北海道エリアの調整力提供者に対する調査の結果、自然体余力の要因は「市場売れ残り分」、「需給変動リスク」、
「要件起因の入札制約」であった。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

需給変動リスク
想定小売需要の変動で結果生じた
余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整
市場の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

※ 2026年度以降は見直しが必要



17（参考） 東北エリアの要因調査結果

◼ 東北エリアの調整力提供者に対する調査の結果、自然体余力の要因は「市場売れ残り分」、「需給変動リスク」、
「契約要因」、「要件起因の入札制約」であった。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

需給変動リスク
想定小売需要の変動で結果生じた
余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

契約要因
複数社での共同受電電源について、
出力帯の情報が不明なため、市場に
応札できない余力

〇 可能 期限なし

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整
市場の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

※ 2026年度以降は見直しが必要



18（参考） 東京エリアの要因調査結果

◼ 東京エリアの調整力提供者に対する調査の結果、自然体余力の要因は「市場売れ残り分」、「契約要因」、「要件
起因の入札制約」であった。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

契約要因
一部相対契約の通告変更権行使
期限が入札時刻以降のため、市場
に応札できない余力

〇 可能 期限なし

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整
市場の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

※ 2026年度以降は見直しが必要



19（参考） 北陸エリアの要因調査結果

◼ 北陸エリアの調整力提供者に対する調査の結果、自然体余力の要因は「市場売れ残り分」、「需給変動リスク」、
「要件起因の入札制約」であった。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

需給変動リスク
想定小売需要の変動で結果生じた
余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整
市場の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

※ 2026年度以降は見直しが必要



20（参考） 関西エリアの要因調査結果

◼ 関西エリアの調整力提供者に対する調査の結果、自然体余力の要因は「市場売れ残り分」、「需給変動リスク」、
「要件起因の入札制約」であった。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

需給変動リスク
想定小売需要の変動で結果生じた
余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整
市場の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

※ 2026年度以降は見直しが必要



21（参考） 中国エリアの要因調査結果

◼ 中国エリアの調整力提供者に対する調査の結果、自然体余力の要因は「市場売れ残り分」、「要件起因の入札
制約」であった。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整
市場の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

※ 2026年度以降は見直しが必要



22（参考） 四国エリアの要因調査結果

◼ 四国エリアの調整力提供者に対する調査の結果、自然体余力の要因は「市場売れ残り分」、「燃料制約」、「要件
起因の入札制約」であった。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

燃料制約

LNGタンクが1基のため、燃料消費
計画に応じた市場応札しかできない
が、kWとしては残存する余力
（詳細は後述）

× 不可 ー

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整
市場の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

※ 2026年度以降は見直しが必要



23（参考） 九州エリアの要因調査結果

◼ 九州エリアの調整力提供者に対する調査の結果、自然体余力の要因は「市場売れ残り分」、「要件起因の入札
制約」であった。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
2025年度※

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整
市場の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

※ 2026年度以降は見直しが必要



24自然体余力発生要因の考察（１／４）

◼ アンケート調査の結果、調整機能を持つ自然体余力の発生要因としては、9エリア中8エリアが「市場売れ残り分」
および「需給変動リスク」が要因で、GC時点で自然体余力が残存するとの回答であった。

◼ 「市場売れ残り分」とは、保有設備の余力を、週間商品（一次～三次①、複合）、スポット市場、前日商品（三次②）、
時間前市場に入札したものの不落になったものが、最終的にGC時点で自然体余力として残存するものである。
（この点、一部エリアでは属地エリアの募集量を上限として三次②応札量を決定しているとの回答もあった）

◼ また、「需給変動リスク」は、小売需要や供出可能量の変化で調整力が発動できなくなるリスクを考慮して応札量を
制限するものであり、特に週間商品について大きな要因となるが、前日以降の市場取引については取引スケジュール
が実需給に近いため、需給変動リスクが少なくなることから、スポット市場、前日商品（三次②）、時間前市場へ応札
することで、需給変動リスクを抑制することが可能であり、前述の「市場売れ残り分」に包含されると考えられる。

◼ なお、 2026年度に一次～三次①、複合商品が前日取引化した場合、需給変動リスクが少なくなったスポット市場
売れ残り分が一次～三次①、複合商品に入札されることから、自然体余力は減少すると想定されるため、控除量に
ついては2026年度以降は見直しが必要になる。

週間取引 前日取引 GC時点

控除対象
市場売れ
残り分

スポット

入札量

需給変動
リスク

入札量

約定量 約定量

スポット

約定量

約定量

自然体
余力

スポット
時間前

約定量

約定量

：一次～三次①、複合

：三次②

ΔkW
必要量
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◼ 2024年度の取引実績からも、週間商品（一次～三次①、複合）については、需給変動リスク等によって応札不足
（未達）となる一方、前日商品（三次②）については売れ残りが発生している様子が見受けられる。

（参考） 市場売れ残り分の傾向

出所）第54回需給調整市場検討小委員会（2025年3月4日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_54_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_54_haifu.html


26自然体余力発生要因の考察（２／４）

◼ 他に、調整機能を持つ自然体余力の要因としては、一部エリアで「契約要因」があるとの回答があった。

◼ 「契約要因」については、第55回本小委員会で報告した中部エリアと同様のものであり、小売事業者との相対契約
の通告変更権行使期限が前日商品の入札〆切時刻（14時）以降であることから需給調整市場へ応札できない
ものであり、控除対象とすることが適切と考えられる。

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html


27自然体余力発生要因の考察（３／４）

◼ また、四国エリアの調整力提供者特有の要因として、「燃料制約」があるとの回答があった。

◼ 四国エリアの調整力提供者のLNG発電所はLNGタンク1基で運用しており、LNG船の配船日（燃料受入日）も
年間で固定しているため、タンク残量を考慮して燃料消費を計画的に実施する必要がある。

◼ この点について追加調査をしたところ、以下の回答であった。

➢ 燃料消費計画に織り込んだ分だけ需給調整市場へ応札しているため、自然体余力の試算（kW上の試算）
は一定程度余力が存在するような結果となっているが、自然体余力と試算された量すべてに対応できる燃料
（kWh）は存在しない。

➢ 仮に、一般送配電事業者から余力の発動指令があり燃料消費計画との差異が生じる場合は、発電計画を
変更した上で、発電を抑制（燃料消費減）して対応している。

◼ これを踏まえると、「燃料制約」による自然体余力はGC時点で存在する蓋然性が低く、GC時点で「調整機能なし」
といえることから、四国エリアのLNG発電所については、控除対象外※とすることが適切と考えられる。

※ 一次・二次①については継続時間が短く、必ずしも燃料制約で応札量が制限されるとは言えないものの、当該LNG機は基本的に複合札で応札しており、
燃料制約を加味しているものの、一次・二次①は供出可能量とほぼ同等が入札されているため、一次・二次①についても控除対象外とする。



28自然体余力発生要因の考察（４／４）

◼ 最後に、調整機能を持たない自然体余力の要因として、 全エリアで「要件起因の入札制約」との回答があった。

◼ 具体的には、第55回本小委員会で報告した、出力変化率の制約により商品要件を満足しない余力であるため、
そもそも市場応札できないものであり、控除対象外とすることが適切と考えられる。

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html
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◼ その他、 「制度要因」による自然体余力として、取引単位が3時間ブロックであることに起因する点も報告された。

◼ これは、取引単位が3時間ブロックであるため、3時間の中で供出できる最小値しか応札できず、一部がGC時点で
自然体余力として残存するものである。

◼ 現時点において週間商品（一次～三次①、複合）については継続して存在しているが、三次②は2025年度から
30分化されている（上記要因は解消している）ため、2024年度と比較して自然体余力が減少（三次②応札が
増加）することが想定される。

◼ 他方で、前述の通り「市場売れ残り分」として三次②不落分が自然体余力となっているなかで、 30分化することで
募集量も効率化（低減）されるため、 「市場売れ残り分」の自然体余力として増加する可能性も考えられる。

◼ 上記を踏まえると、商品ごとに段階的に30分取引化する2025年度以降、自然体余力としては増減両方の可能性
があるため、控除対象外とすべきと考えられる。

1ブロック 6ブロック・・・ ・・・ 8ブロック 1コマ 31～36コマ・・・ ・・・ 48コマ

ブロック内のコマのうち
供給可能な最小値を
市場応札

【取引単位：３時間】 【取引単位：30分】

30分コマごとに応札量が
最適化されるため、
市場応札が増加する
（自然体余力が減少する）

30分コマごとの
供出可能量

（参考） 制度要因による自然体余力



30自然体余力の要因分析のまとめ

◼ 調整力提供者（発電事業者）に対する自然体余力の要因調査ならびに考察した結果については下表のとおり。

◼ 要因の大宗を占める「市場売れ残り分」は、2026年度の全商品前日取引化後に状況の変化が想定されるため、
まずは2025年度限定で控除する方向性が考えられる。

◼ また、「契約要因」は契約期間次第ではあるが、契約期間や前日取引化が影響するため、まずは2025年度限定の
控除とすることが適切か。

◼ 一方、「燃料制約」および「要件起因の入札制約」は自然体余力と算定されるものの、GC時点で調整力として活用
可能とは言い切れないことから、控除対象外とする。

要因 概要
調整力の
機能

控除可否 控除期間

市場売れ残り
市場応札の結果不落になったものや、
入札を見送った余力

〇
全商品前日取引化

までの期間は可
まずは

2025年度のみ

契約要因
一部相対契約の通告変更権行使期限
が入札時刻以降のため、市場には応札
できない余力

〇 可能
契約変更までの

期間

燃料制約
LNGタンクが1基のため、燃料消費計画
に応じた市場応札しかできないが、kWと
しては残存する余力

× 不可 ー

要件起因の
入札制約

リソースの出力変化率が需給調整市場
の商品要件を満足しない余力

× 不可 ー

控除
対象

控除
対象外
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1. 検討状況の振り返りと考え方の再整理

2. 自然体余力の要因分析

3. 市場外調整力控除の具体的な検討

4. 揚水発電の自然体余力の控除の検討

5. まとめ

目次



32市場外調整力控除に関する具体的な論点

◼ 前章では、自然体余力の要因分析を実施し、控除対象か否かを整理した。

◼ また、市場外調整力の控除の考え方については、「何らかの要因で市場応札できず余力となる調整力であり、応札
できない要因への抜本対策実施までの期間に限定して控除」することと整理した。

◼ これらを踏まえて、市場外調整力控除の具体的な方法に関する論点を以下のとおり整理し、以降、各論点について
検討を行うこととする。

項目 検討事項

論点１ 控除対象
・需給調整市場のどの商品（一次、二次①、二次②、三次①、三次②、複合）を
控除の対象にするか

・どのエリアに適用するか

論点２
控除量の
算定方法

・控除対象量の算定方法について、具体的にどのようにするか
（要因毎／商品毎の控除量算定方法を具体的にどのようにするか）

・控除量の算定は、どの単位で実施するか
（年間／月間／週間／日／3時間等）

・過去実績から控除量を算定する方法をどのようにするか
（過去実績の平均／1σ相当値／最小値等）

論点３ 控除適用の時期
・市場外調整力控除について、いつ開始するか
・控除の期限をどのように設定するか

【市場外調整力控除に関する論点】



33論点１：控除対象（商品）

◼ 市場外調整力の控除の考え方について、「何らかの要因で市場応札できず余力となる調整力であり、応札できない
要因への抜本対策実施までの期間に限定して控除」することと整理した。

◼ この点、現状未達となっている商品は週間商品（一次～三次①、複合）であり、この抜本対策として2026年度から
前日取引化が予定されているため、2025年度までの期間限定で控除対象商品とすることは適切と考えられる。

◼ なお、エリアによっては「一次～三次①、複合商品」でも未達となっていない（募集量＜応札量）時間帯も存在するが、
全国大では未達の状況であり、また、大宗の商品が広域調達可能な市場において余剰札は未達の他エリアで活用
されることとなるため、現状エリア単位で充足していても、控除対象とすることが合理的と考えられる（この前提として、
属地エリアの募集量を上限として応札量を決定することは望ましくないといえる）。

◼ 一方、前日商品（三次②）については、控除対象とした場合、三次②募集量が現状より削減されることになるが、
前述のとおり、自然体余力の主要因は「（三次②）市場売れ残り分」（全国大では充足の状況）であり、これを
控除すると三次②売れ残り分（不落）がより一層増加することになる。

◼ この場合、増加した不落分のΔkW対価が調整力提供者へ支払われなくなることとなり、非合理的な金銭的損失に
繋がる虞もあること、ならびに実際には市場売れ残りが増えると事業者は電源態勢を変更する（非経済的な電源を
停止する）ため、逆に一般送配電事業者のコスト増となる可能性もあること（前述の控除量が過剰であった場合と
同じ構図）から、三次②は控除対象外とすることが適切と考えられる。



34（参考） 各商品別の取引実績（１／２）

出所）第54回需給調整市場検討小委員会（2025年3月6日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_54_haifu.html

◼ 各商品別の取引実績を確認すると、全体的に未達率は改善傾向であるものの、一次、二次①、二次②、三次①、
複合商品についてはいまだに調達未達が継続している状況といえる（複合商品以外の取引実績は次頁）。

◼ 一方で、三次②については募集量低減などの対策により、調達未達は一定程度解消していると考えられる。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_54_haifu.html


35（参考） 各商品別の取引実績（２／２）

出所）第54回需給調整市場検討小委員会（2025年3月6日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_54_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_54_haifu.html


36論点１：控除対象（エリア）

◼ また自然体余力の要因調査の結果、全エリアに一定程度共通の控除可能と考えられる要因が存在することが判明
したため、控除対象エリアについては、基本的には全エリアを対象とすることが望ましい。

◼ これらを踏まえると、控除対象は以下とする方向性が適切と考えられる。

➢ 控除対象商品：一次、二次①、二次②、三次①、複合商品

➢ 控除対象エリア：北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国※、九州

◼ なお、今回は取引状況や自然体余力の要因に応じた標準的な整理を行ったが、エリア特有の事象が判明した場合、
控除対象については再度検討することとする。

※ 四国エリアではLNG機には燃料制約があり、GC時点で自然体余力が存在する蓋然性が低いため、LNG機は控除対象外とする。



37論点２：控除量の算定方法（要因毎）

◼ 次に、控除量の算定方法としては、過去実績から控除可能量を算出し、将来においても一定程度蓋然性高く存在
する量として設定する方向性が考えられる。（調整力必要量と同様の手法）

◼ この過去実績からの控除可能量の算出には、自然体余力（過去実績）における控除対象の要因と控除対象外
の要因を切り分ける必要がある。

◼ この点、控除対象要因である「市場売れ残り分」「契約要因」は、需給状況や市場の取引状況により変動するため、
それぞれを正確に切り分ける（抽出する）事は困難であるものの、控除対象外要因である「入札制約」については、
各ユニットの供出可能量をもとに切り分ける（抽出する）ことが可能である。

◼ これを踏まえると、控除量の算定方法としては、自然体余力（過去実績）から控除対象外である「入札制約」を
差し引くことで、控除対象となる要因（「市場売れ残り分」「契約要因」）をグロスで抽出する方法が考えられる。

【自然体余力 ー 入札制約】控除対象

市場
売れ残り分

契約
要因

入札
制約

自
然
体
余
力

（
過
去
実
績
）



38論点２：控除量の算定方法（商品毎）

◼ 続いて、商品毎の具体的な控除可能量の算出方法について検討した結果については以下のとおり。

➢ まず、ユニット毎に自然体余力（発電上限 ー 発電計画 ー ΔkW約定量）の過去実績を算出する（①）

➢ 商品要件に基づく最大供出可能量からΔkW約定量を差し引いた、各商品毎の控除可能量を算出する（②）

➢ 各ユニット毎・商品毎の控除可能量は、自然体余力（①）を上限とした控除可能量（②）となることから、これら
を合計することで、各エリアにおける商品毎の控除可能量が算出できる

◼ 上記によって、控除対象外である「入札制約」を差し引いた、適切な市場外調整力控除量になると考えられる。

発電機Z

＜控除可能量（過去実績）試算イメージ＞

二
次

全発電機分を合計（商品ごと）

一
次

自
然
体
余
力

三
次二

次

発電機A

一
次

~

~~

自
然
体

余
力

三
次二

次一
次

各発電機の商品別の控除可能量を算出 市場外調整力
控除量

②

②
②

①

①

②‘

②

②

②

三
次

~

~

~

入札制約



39論点２：控除量の算定方法（算定単位）

◼ 市場外調整力の控除については、現行の週間商品（一次～三次①、複合）の募集量から控除することになるため、
控除量についても募集量と同じ単位（粒度）で算出することが適切と考えられる。

◼ したがって、控除量の算定単位としては、控除対象とする商品の必要量算定方法（必要量テーブル）を踏まえて、
過去1年間の実績をもとに、各月別・商品ブロック（3時間）別に控除量を算定することとしてはどうか。

出所）第14回需給調整市場検討小委員会（2019年11月5日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html


40論点２：控除量の算定方法（頻度１／２）

◼ 最後に、控除量については、前述のとおり、ある程度蓋然性高く存在する自然体余力の量とすることが適切であるが、
需給状況や市場取引の状況等、各断面で複数の要素が関連した結果として自然体余力が残存するため、将来の
控除量について精緻に想定することは難しい。

◼ この状況で控除量を算出する方法としては、一定の割り切りのもと、過去実績の頻度を示す「平均値」・「最小値」・
「1σ相当値※1」の3通り※2が考えられるところ。

◼ これら3通りの控除方法を比較するため、以下の方法で控除量の過去実績から各パターンの控除量を試算し、最新
の調整力必要量から控除することで、その効果（前後の変化）を比較することとする。

✓ 【試算方法】

➢ 自然体余力を過去データより算出

✓ 自然体余力の過去実績をユニットごとに【発電上限ー 発電計画ー ΔkW 約定量】で算定

➢ ユニット・商品別の供出可能量（ΔkW約定量除く）を上限として、エリア別の控除量過去実績を算定

➢ 過去実績をもとに「各月別／3時間ブロック別」の【平均／最小／1σ相当値】として控除量テーブルを作成

➢ 最新の調整力必要量から控除して、控除前後の変化を確認する

※1 必要量を算定する際に用いる1σ相当値は、母集団の最小値から84パーセンタイル値（最小値から84%の断面をカバー）となるが、
今回は1σ相当の断面で存在する自然体余力量を求めるため、過去実績の最大値から84パーセンタイル値を1σ相当値とした。

※2 各算出方法による自然体余力のカバー率としては、「平均値：約50%」、「最小値：100％」、「1σ相当値：84％」となる。



41論点２：控除量の算定方法（頻度２／２）

◼ まず、控除量を過去実績の「平均値」（約50%の断面をカバー）とした場合、大宗の商品で控除率が7割以上と
なる試算結果となった。

◼ これは前回の本小委員会で整理した「異常時（電源脱落）対応調整力からEPPS動作分控除」により、募集量
（調整力必要量）が低減されたことで、より顕著な傾向が出たものと考えられる。

◼ この点、調整力の市場調達が大幅に目減りすることに加え、平均値ということは概ね半分の断面において期待した
（控除した）自然体余力が存在しないことになるため、前述の過剰な控除によりコスト増となるケースが、高頻度で
発生する虞もあることから、「過去実績の平均値」は不適切と考えられる。

◼ 一方、過去実績の「最小値」（100%の断面をカバー）とした場合は、逆に控除率がほぼ0％となるエリア・商品が
複数箇所存在することから自然体余力を活用できず、現在の取引状況（調達未達）が継続し、競争が働かない
（高コスト）状態が継続してしまうこととなるため、こちらも不適切と考えられる。

◼ 控除量を過去実績の「1σ相当値」（84%の断面をカバー）とした場合、相対的に控除量が過剰ではないものの
一定程度存在した※ため、割り切りの考え方としては妥当なレベルといえるか。

◼ なお、過去実績の「1σ相当値」についても一定の割り切りの数値であることから、実際に控除開始した後に、想定と
異なる状況が確認された場合には速やかに見直しを検討することとする。

※ エリアや月・ブロックにより異なるが、全エリア合計で調整力必要量の2~5割が控除量となる試算（詳細は後述）



42（参考） 異常時（電源脱落）対応調整力の低減について

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）資料３をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html
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北海道 東北 東京 中部※3 北陸 関西 中国 四国 九州 合計

控除前必要量※1

（MW）
120 243 652 332 94 395 242 63 251 2,392

控除量
※1

（MW）

平均値 33 105 253 332 33 100 42 14 47 959

1σ値 8 61 115 310 4 41 12 2 14 567

最小値 2 13 18 221 0 3 0 0 0 257

控除後
募集量※1

（MW）

平均値 87 138 399 0 62 294 199 49 204 1,432

1σ値 112 182 537 22 90 353 230 61 238 1,825

最小値 118 231 634 111 94 391 241 63 251 2,134

控除率※2

(%)

平均値 27% 43% 39% 100% 35% 25% 17% 22% 19% 40%

1σ値 6% 25% 18% 93% 4% 10% 5% 3% 5% 24%

最小値 2% 5% 3% 67% 0% 1% 0% 0% 0% 11%

（参考） 控除量の試算結果（一次）

◼ 一次の場合、控除量を過去実績の「平均値」とすると控除率は全エリア合計で40%、過去実績の「最小値」とする
と控除率は全エリア合計で11%、過去実績の「1σ相当値」とすると控除率は全エリア合計で24%となる試算結果と
なった。

※1 2025年度各月・各ブロックの平均値（10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値）
※2 控除率＝（控除量／控除前必要量）
※3 中部エリアの控除量には揚水随意契約による募集量控除分も含む
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北海道 東北 東京 中部※3 北陸 関西 中国 四国 九州 合計

控除前必要量※1

（MW）
114 225 591 317 65 310 180 65 215 2,082

控除量
※1

（MW）

平均値 44 166 357 317 56 156 133 38 186 1,453

1σ値 17 87 163 316 12 59 50 6 85 795

最小値 7 14 39 282 0 43 4 0 3 392

控除後
募集量※1

（MW）

平均値 70 59 235 0 9 154 48 27 29 631

1σ値 97 138 429 1 53 251 130 60 129 1,288

最小値 107 211 552 35 64 267 176 65 212 1,689

控除率※2

(%)

平均値 39% 74% 60% 100% 86% 50% 73% 59% 86% 70%

1σ値 15% 39% 27% 100% 19% 18% 28% 9% 40% 38%

最小値 6% 6% 7% 89% 1% 14% 2% 0% 1% 19%

（参考） 控除量の試算結果（二次①）

◼ 二次①の場合、控除量を過去実績の「平均値」とすると控除率は全エリア合計で70%、過去実績の「最小値」と
すると控除率は全エリア合計で19%、過去実績の「1σ相当値」とすると控除率は全エリア合計で38%となる試算
結果となった。

※1 2025年度各月・各ブロックの平均値（10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値）
※2 控除率＝（控除量／控除前必要量）
※3 中部エリアの控除量には揚水随意契約による募集量控除分も含む



45

北海道 東北 東京 中部※3 北陸 関西 中国 四国 九州 合計

控除前必要量※1

（MW）
90 316 442 305 82 237 134 84 203 1,893

控除量
※1

（MW）

平均値 43 284 429 296 58 221 105 36 165 1,637

1σ値 18 172 317 249 9 111 49 5 75 1,005

最小値 8 21 90 217 0 11 4 0 3 354

控除後
募集量※1

（MW）

平均値 47 32 12 8 24 16 30 48 38 255

1σ値 73 144 125 56 73 126 85 79 129 890

最小値 83 295 352 88 82 226 130 84 201 1,541

控除率※2

(%)

平均値 48% 90% 97% 97% 71% 93% 78% 43% 81% 86%

1σ値 20% 54% 72% 82% 11% 47% 37% 6% 37% 53%

最小値 8% 7% 20% 71% 0% 5% 3% 0% 1% 19%

（参考） 控除量の試算結果（二次②）

◼ 二次②の場合、控除量を過去実績の「平均値」とすると控除率は全エリア合計で86%、過去実績の「最小値」と
すると控除率は全エリア合計で19%、過去実績の「1σ相当値」とすると控除率は全エリア合計で53%となる試算
結果となった。

※1 2025年度各月・各ブロックの平均値（10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値）
※2 控除率＝（控除量／控除前必要量）
※3 中部エリアの控除量には揚水随意契約による募集量控除分も含む



46（参考） 控除量の試算結果（三次①）

◼ 三次①の場合、控除量を過去実績の「平均値」とすると控除率は全エリア合計で79%、過去実績の「最小値」と
すると控除率は全エリア合計で18%、過去実績の「1σ相当値」とすると控除率は全エリア合計で44%となる試算
結果となった。

北海道 東北 東京 中部※3 北陸 関西 中国 四国 九州 合計

控除前必要量※1

（MW）
262 482 1,385 645 140 690 308 168 430 4,510

控除量
※1

（MW）

平均値 169 437 1,108 636 107 464 232 107 292 3,552

1σ値 78 229 651 595 21 187 97 16 112 1,986

最小値 36 30 202 532 1 15 10 1 3 830

控除後
募集量※1

（MW）

平均値 93 45 277 9 32 226 76 62 138 958

1σ値 184 253 734 50 119 503 211 152 319 2,525

最小値 226 451 1,183 113 139 675 298 167 428 3,680

控除率※2

(%)

平均値 65% 91% 80% 99% 77% 67% 75% 63% 68% 79%

1σ値 30% 48% 47% 92% 15% 27% 31% 10% 26% 44%

最小値 14% 6% 15% 83% 0% 2% 3% 1% 1% 18%

※1 2025年度各月・各ブロックの平均値（10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値）
※2 控除率＝（控除量／控除前必要量）
※3 中部エリアの控除量には揚水随意契約による募集量控除分も含む



47（参考） 控除量の試算結果（複合商品）

◼ 複合商品の場合、控除量を過去実績の「平均値」とすると控除率は全エリア合計で64%、過去実績の「最小値」と
すると控除率は全エリア合計で16%、過去実績の「1σ相当値」とすると控除率は全エリア合計で37%となる試算
結果となった。

北海道 東北 東京 中部※3 北陸 関西 中国 四国 九州 合計

控除前必要量※1

（MW）
291 639 1,511 842 153 797 379 196 558 5,366

控除量
※1

（MW）

平均値 140 450 994 825 82 407 163 97 261 3,419

1σ値 67 240 580 715 18 172 73 15 98 1,978

最小値 32 39 184 543 1 47 5 1 3 855

控除後
募集量※1

（MW）

平均値 151 190 517 17 71 390 215 99 297 1,947

1σ値 224 400 931 127 135 625 306 181 460 3,389

最小値 259 601 1,328 299 152 750 374 195 555 4,513

控除率※2

(%)

平均値 48% 70% 66% 98% 54% 51% 43% 50% 47% 64%

1σ値 23% 37% 38% 85% 12% 22% 19% 8% 18% 37%

最小値 11% 6% 12% 64% 1% 6% 1% 1% 0% 16%

※1 2025年度各月・各ブロックの平均値（10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値）
※2 控除率＝（控除量／控除前必要量）
※3 中部エリアの控除量には揚水随意契約による募集量控除分も含む



48論点３：控除適用の時期

◼ 自然体余力の要因等を踏まえると、自然体余力の状況については、全商品の前日取引化（2026年度）以降で
変化する可能性が高く、過去実績をもとに控除量を試算する今回の考え方については、まずは2025年度限定の
取組みとする方向性が考えられ、その場合、控除適用時期は短期間になることから、可能な限り早期に控除を開始
することで効果を得ることが重要となる。

◼ なお、第55回本小委員会では「特定のエリアから開始することで、高額札が隣接エリアに流れてしまい価格高騰する
可能性があるため、全エリア同時期に開始することが望ましい」としていたが、エリアごとに自然体余力の状況が異なる
中で控除量にばらつきがある点を考慮すると、必ずしも全エリア同時でなければならない理由に乏しいとも考えられる。

◼ これらを踏まえると、以下の方向性とすることが適切と考えられる。

➢ 控除開始：準備が整ったエリアから順次導入開始

➢ 控除期限：2026年3月（2026年度以降は状況に応じて改めて検討）

◼ なお、今回は取引状況や自然体余力の要因に応じた標準的な整理を行ったが、エリア特有の事象が判明した場合
は控除適用時期についても再度検討することとする。



49（参考） エリアごとの控除開始時期について

＜第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）でのご意見＞

✓ 応札不足という状況の中では、高い札が隣接エリアに流れ価格高騰するということがあるため全エリア同時期に開始を目指すという点
について、その通りと感じるが、一方で控除の適用方法によっては、エリア間で控除の量で大分差があるということがあり得ると認識して
おり、多かれ少なかれ高い札が隣接エリアへ流れて価格が高くなるということは、どちらにしても起こり得るであろうし、その点をどのように
考えるかという整理も併せて検討を進めていくといいと感じた。（辻委員）

出所）第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/2025_jukyuchousei_55_haifu.html
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51揚水発電の市場外調整力控除の検討について

◼ これまで、応札不足対応として、現状、調達未達となっている一次～三次①相当の調整機能を持つと想定される
「余力活用契約を締結している火力電源」を対象に、市場外調整力の控除について検討を行ってきた。

◼ この点、第55回本小委員会において、オブザーバより「揚水発電についても、これまでの市場入札に関する議論から、
自然体余力として見込める量が一定程度存在すると考えているため、揚水発電を対象とした市場外調整力の控除
についても検討いただきたい」といったご意見を頂いた。

◼ 上記を踏まえ、揚水発電を対象とした市場外調整力の控除についても、今回検討を行った。

＜第55回需給調整市場検討小委員会（2025年4月15日）でのご意見＞

✓ 揚水発電については、これまでも市場入札における課題が議論されており、火力発電と同様に揚水発電の方にも自然体余力として
見込める量があることは、既に共通の認識と考えている。まずは火力発電を対象に議論することに関して異論はないものの、揚水発電
についても対象とすべく検討をお願いしたいと考えている。一方で揚水発電については、自然体余力はkW面だけではなく、kWh面も
考慮する必要があると考え、追加検討が必要と認識しており、その検討の際には、一般送配電事業者も是非協力させていただくので、
宜しくお願いする。（東京電力パワーグリッド 岸オブザーバ）



52揚水発電の市場外調整力の要因（過去の議論状況）

◼ 揚水発電は優れた調整機能を持ち、需給調整市場の様々な商品への応札が期待されている。

◼ 一方で、揚水発電は火力等の電源と比較すると上池容量（燃料タンク相当）が小さく、最低出力が火力等より
高いといった揚水発電特有の運用制約を考慮した上で応札することになるため、現状応札量は限られている。

◼ 特に、高速応動が求められる一次、二次①は商品要件として電源の並列を必須としているが、これらの商品が週間
取引で約定した場合は一週間後の約定ブロックで並列運転を求められる一方、一週間先の電気の価値は不透明
であることから、揚水の運用制約を考慮すると、需給調整市場への応札量は限られるという課題があった。

◼ また、約定した調整力は実需給断面で実際に発動されるかは不明である一方で、揚水運用は池水位（kWh面）
の余力も考慮する必要があり、結果として応札量が限られる状況となっている。

出所）第46回需給調整市場検討小委員会（2024年3月26日）資料２をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_46_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_46_haifu.html


53揚水発電の控除量について（１／３）

◼ 揚水発電特有の運用制約により応札量が限られている現状を踏まえると、「何らかの要因で市場応札できず余力と
なる調整力」である市場外調整力（自然体余力）は相応に存在すると考えられる。

◼ 自然体余力の要因としては、火力発電と同様、「市場売れ残り分」等に加えて、前述の並列必須要件や揚水発電
のkWh制約も影響すると想定される。

◼ この点、火力発電の場合は設備容量に関する自然体余力量（以下、kW余力という）を考慮して控除量を算出
していたが、揚水発電の場合は池水位の余力（以下、kWh余力という）や電源態勢（並列有無）についても、
考慮が必要になると考えられる。



54揚水発電の控除量について（２／３）

◼ 2024年度以降、揚水発電の運用主体は調整力提供者になり、調整力提供者は、自らの計画に影響が無い水位
の上下限（余力の範囲）をTSOに通知し、TSOはその範囲で揚水発電等を運用することとなっている。

◼ このような運用状況を踏まえると、揚水発電のkWh余力としては、下式で算定できると考えられる。

✓ 【BG計画水位ーBG通知下限水位－ΔkW約定分】

◼ この場合、ΔkW約定量が全量発動されたと仮定した水位となるため、実際と比較すると裕度のある水位になる。

◼ また、一部エリアでは揚水発電の随意契約により、当該揚水発電所分を募集量から控除しているため、
重複して控除しないよう考慮することが必要となる。

翌日
満水位

水位合わせ時刻 X‘時

当日前日

BG計画水位

上

下

着

発
電

可
能

量
, 
k
W

h

時刻
水位合わせ時刻 X時

揚発ΔkW市場約定分
=約定量×約定時間

水位合わせ間の
揚水発電の自然体余力（kWh面）

0

【揚水発電の自然体余力（kWh面）イメージ】

市場約定した揚発ΔkWが
全量発動した場合のBG水位

上

下

着

ΔkW発動未考慮
（供給力のみ考慮）のBG計画水位



55揚水発電の控除量について（３／３）

1BL 2BL 3BL 4BL

kWh余力 100

kW余力 30 50 50 30

複合商品募集量比率 10% 40% 40% 10%

BG計画（並列・解列） 並列 解列 並列 並列

控除量（一次・二次①） 10 0 40 10

控除量（二次②・三次①・複合） 10 40 40 10

※1 kW余力の制約で余剰となったkWh余力は別のブロックに再配分する。
※2 一次・二次①は商品要件で並列必須となっている（TSOが並列させると持替費用が発生する）ため、BG計画0のコマは供出可能量「0」と計上する。

※3 簡略化のため4ブロック/日としている。

＜控除可能量（過去実績）試算イメージ※3＞

◼ 揚水発電の控除量はkW余力とkWh余力の両方を考慮する必要があり、その具体的な算定方法を検討した。

◼ 水位合わせが1日単位で実施されている場合、kWh余力も1日単位で算定されるため、控除可能量としてはまず
各ブロック毎のkW余力を上限として、kWh余力を各ブロックに配分する必要がある。

◼ この配分の考え方としては、kWh余力を適切に配分する（募集量控除の効果を均等比にする）観点から、3時間
ブロック毎の複合募集量の比率で余力を配分する※1ことが考えられる。

◼ また、揚水発電は停止（あるいはポンプ）モードであっても、EDC（二次②・三次①）であれば供出可能※2なため、
火力発電と異なりBG計画0のコマも試算対象とした上で、商品毎の供出可能量を算定する。



56（参考） 揚水の各モードにおける供出可能な調整力

出所）第48回需給調整市場検討小委員会（2024年6月26日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_48_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_48_haifu.html


57（参考） 揚水発電の運用イメージ（平常時）

出所）第47回需給調整市場検討小委員会（2024年5月15日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_47_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/2024_jukyuchousei_47_haifu.html


58揚水発電における市場外調整力の控除対象について

◼ 揚水発電の市場外調整力の控除対象については、基本的には火力発電と同様とすることが適切と考えられるため、
控除対象商品は以下のとおりとしてはどうか。

➢ 控除対象商品：一次・二次①・二次②・三次①・複合商品

◼ 対象エリアについては、揚水の随意契約を実施しているエリアでは市場外調整力の控除量と随意契約分の控除量
の切り分けが困難である等状況が異なるため、下表の通り、5エリアを対象とすることとしてはどうか。

※ ・東北エリアは随意契約箇所とのkWhの切り分けが困難なため現状対象外とする。
・中部エリアは随意契約箇所とのkWhの切り分けが困難な発電所や、計上可能な余力がほぼ存在しない発電所のみのため対象外。
・北陸エリアは対象となる揚水発電所が無いため対象外。
・中国エリアは計上可能な余力がほぼ存在しない発電所のみのため対象外。

エリア 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

揚発 〇 × 〇 × × 〇 × 〇 〇

【揚水発電における市場外調整力の控除対象としたエリア※】



59（参考） 揚水発電の随意契約について

◼ 揚水発電の調整機能活用のため、中部エリアおよび東北エリアでは揚水随意契約により、必要となる調整力の一部
を需給調整市場とは別で予め確保しており、これらのエリアについては、一定の調整力が事前確保できているといえる
ため、市場での募集量から控除することとしている。

出所）第7回制度設計・監視専門会合（2025年3月31日）資料4
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_systemsurveillance/pdf/007_04_00.pdf

出所）第3回制度設計・監視専門会合（2024年11月15日）資料6
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_systemsurveillance/pdf/003_06_00.pdf

https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_systemsurveillance/pdf/007_04_00.pdf
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_systemsurveillance/pdf/003_06_00.pdf


60揚水発電の市場外調整力控除について（まとめ）

◼ これまでの検討を踏まえ、揚水発電の市場外調整力の控除量の考え方をまとめると、下表のとおりとなる。

◼ この考え方で対象エリアの控除量および控除後の募集量を試算したところ、エリアや商品によって差異はあるものの、
火力発電・揚水発電ともに控除した後の各商品の控除率は2割～7割（9エリア合計）となる結果となった。

◼ また、揚水発電の市場外調整力の要因についても、全商品前日取引化で一定程度解消が見込まれることから、
前述の火力発電に関する市場外調整力の控除と同様の適用時期（期限）とすることが適切と考えられる。

項目 概要

控除対象
・対象商品：一次、二次①、二次②、三次①、複合
・対象エリア：北海道、東京、関西、四国、九州

控除量の
考え方

kW余力 【発電上限 ー 発電計画 ー ΔkW約定量】※1

kWh余力
（揚水発電特有）

「水位合わせの間の期間」の
BG水位計画をもとにkWh面の余力（水位）を算定

控除量
kW余力（ブロック別）を上限に、kWh余力を各ブロックに配分した量※2

の1σ相当値

控除適用の時期
・控除開始：準備が整ったエリアから順次導入開始
・控除期限：2026年3月（以降、取引状況に応じて再度検討）

※1 火力発電と異なり、BG計画0のコマであってもkW余力を計上する（0と補正しない）。
※2 一次・二次①は並列していないコマは控除量0として集計する。



61（参考） 揚水発電に関する控除量の試算結果（一次・二次①）

北海道 東京 関西 四国 九州

一次

控除前募集量※1※2

（MW） 120 652 395 63 251

揚水控除量※2（MW） 9 5 0 0 3

控除後募集量（MW） 111 647 395 63 249

控除率※3（％） 8% 1% 0% 0% 1%

二次①

控除前募集量※1※2

（MW） 114 591 310 65 215

揚水控除量※2（MW） 9 5 0 0 4

控除後募集量（MW） 104 586 310 65 211

控除率※3（％） 8% 1% 0% 0% 2%

◼ 揚水発電のみを控除対象とする場合、一次・二次①の控除量平均値および控除率は下表のとおり。
（試算値は2025年度控除可能量の各月・各ブロック平均値）

※1 火力・揚水ともに控除前の募集量
※2 10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値
※3 控除率＝【揚水控除量／控除前募集量】



62（参考） 揚水発電に関する控除量の試算結果（二次②・三次①・複合商品）

北海道 東京 関西 四国 九州

二次②

控除前募集量※1※2

（MW） 90 442 237 84 203

揚水控除量※2（MW） 18 50 290 4 97

控除後募集量（MW） 72 392 18 80 106

控除率※3（％） 20% 11% 92% 4% 48%

三次①

控除前募集量※1※2

（MW） 262 1,385 690 168 430

揚水控除量※2（MW） 18 50 293 4 97

控除後募集量（MW） 244 1,336 396 165 333

控除率※3（％） 7% 4% 43% 2% 23%

複合
商品

控除前募集量※1※2

（MW） 291 1,511 797 196 558

揚水控除量※2（MW） 18 50 293 4 97

控除後募集量（MW） 273 1,447 503 193 461

控除率※3（％） 6% 4% 37% 2% 17%

◼ 揚水発電のみを控除対象とする場合、二次②・三次①・複合商品の控除量平均値および控除率は下表のとおり。
（試算値は2025年度控除可能量の各月・各ブロック平均値）

※1 火力・揚水ともに控除前の募集量
※2 10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値
※3 控除率＝【揚水控除量／控除前募集量】
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北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 合計

一
次

控除前募集量※1※3

（MW） 120 243 652 332 94 395 242 63 251 2,392

控除量※2※3（MW） 17 61 120 310 4 41 12 2 17 584

控除後募集量（MW） 103 182 532 22 90 354 230 61 234 1,808

控除率※4（％） 14% 25% 18% 93% 4% 10% 5% 3% 7% 24%

二
次
①

控除前募集量※1※3

（MW） 114 225 591 317 65 310 180 65 215 2,082

控除量※2※3（MW） 26 87 168 316 12 59 50 6 89 813

控除後募集量（MW） 88 138 423 1 53 251 130 59 126 1,269

控除率※4（％） 23% 39% 28% 100% 18% 19% 28% 9% 41% 39%

（参考） 火力発電・揚水発電の控除量の試算結果（一次・二次①）

◼ 火力・揚水両方を控除対象とした場合、一次、二次①の控除量平均値および控除率は下表の通り。
（試算値は2025年度控除可能量の各月・各ブロック平均値）

※1 火力・揚水ともに控除前の募集量
※2 火力・揚水両方を対象とした控除量（東北・中部・北陸・中国は火力のみ、四国は揚水のみ）
※3 10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値
※4 控除率＝【（火力控除量＋揚水控除量）／火力・揚水ともに控除前の募集量】
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北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 合計

二
次
②

控除前募集量※1※3

（MW） 90 316 442 305 82 237 134 84 203 1,893

控除量※2※3（MW） 36 172 367 249 9 237 49 9 172 1,300

控除後募集量（MW） 54 144 75 56 73 0 85 75 31 593

控除率※4（％） 40% 54% 83% 82% 11% 100% 37% 11% 85% 69%

三
次
①

控除前募集量※1※3

（MW） 262 482 1,385 645 140 690 308 168 430 4,510

控除量※2※3（MW） 96 229 701 595 21 480 97 20 209 2,448

控除後募集量（MW） 166 253 684 50 119 210 211 148 221 2,062

控除率※4（％） 37% 48% 51% 92% 15% 70% 31% 12% 49% 54%

複
合
商
品

控除前募集量※1※3

（MW） 291 639 1,511 842 153 797 379 196 558 5,366

控除量※2※3（MW） 85 240 630 715 18 465 73 19 195 2,440

控除後募集量（MW） 206 399 881 127 135 332 306 177 363 2,926

控除率※4（％） 29% 38% 42% 85% 12% 58% 19% 10% 35% 45%

（参考） 火力発電・揚水発電の控除量の試算結果（二次②・三次①・複合商品）

◼ 火力・揚水両方を控除対象とした場合、二次②・三次①・複合商品の控除量平均値および控除率は下表の通り。
（試算値は2025年度控除可能量の各月・各ブロック平均値）

※1 火力・揚水ともに控除前の募集量
※2 火力・揚水両方を対象とした控除量（東北・中部・北陸・中国は火力のみ、四国は揚水のみ）
※3 10月～3月の調整力必要量算定前のため試算値
※4 控除率＝【（火力控除量＋揚水控除量）／火力・揚水ともに控除前の募集量】
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66まとめ（１／２）

◼ 今回、市場外調整力の控除について、控除の考え方と具体的な方法について整理を行った。

◼ 火力発電を対象とした市場外調整力の要因調査の結果、控除対象となる要因は「市場売れ残り分」「契約要因」
であり、控除対象外となるものは「燃料制約」「入札制約」であった。

◼ これらを踏まえて、控除の具体的な論点について、下表のとおり整理を行った。

項目 検討結果

控除対象
・対象商品：一次、二次①、二次②、三次①、複合商品
・対象エリア：北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国※、九州

控除量の
算定方法

控除対象となる市場外調整力の過去実績を【各月別/各商品ブロック別】に
算出し、【1σ相当値】を控除量とする

控除適用の時期
・控除開始：準備が整ったエリアから順次導入開始
・控除期限：2026年3月（以降、取引状況に応じて再度検討）

※ 四国エリアではLNG機には燃料制約があり、GC時点で自然体余力が存在する蓋然性が低いため、LNG機は控除対象外とする。



67まとめ（２／２）

◼ また、揚水発電についても過去の議論から自然体余力は一定程度存在すると考えられるため、揚水発電における
市場外調整力の控除についても検討を行った。

◼ 揚水発電は池水位（kWh）制約も考慮して運用する必要があるため、控除量についてもkWh制約を考慮した
方法として、下表のとおり整理を行った。

◼ 今回整理した考え方にもとづき、市場外調整力の控除を開始することとしてはどうか。

◼ なお、上記は複数エリア共通かつ一定の割り切りによる考え方であることから、今後の取引に支障があった場合は、
必要に応じて再度検討することとしてはどうか。

項目 概要

控除対象 ・対象商品：一次、二次①、二次②、三次①、複合商品
・対象エリア：北海道、東京、関西、四国、九州

控除量
の考え方

kW余力 【発電上限 ー 発電計画 ー ΔkW約定量】※1

kWh余力 「水位合わせの間の期間」の
BG水位計画をもとにkWh面の余力（水位）を算定

控除量 kW余力（ブロック別）を上限に、kWh余力を各ブロックに配分した
量※2の1σ相当値

控除適用の時期
・控除開始：準備が整ったエリアから順次導入開始
・控除期限：2026年3月（以降、取引状況に応じて再度検討）

※1 火力発電と異なり、BG計画0のコマであってもkW余力を計上する（0と補正しない）。
※2 一次・二次①は並列していないコマは控除量0として集計する。


